●●事業（委託事業名称）における雇用契約書
　早稲田大学（以下「甲」と称する）と　　　　　　　　（以下「乙」と称する）は、次の条項により、標記業務に係る契約を締結する。
第1条 乙は、『受託事業等に係わる人件費および諸手当等の支払に関する要綱』に基づく「研究補助者」として、次に定める雇用条件を承認し勤務する。
第2条 乙は、甲が受託した委託業務「●●●●●●●●●」において、雇用責任者の指示に基づく業務に従事する。
第3条 乙の雇用期間は、平成　　年　月　日から、平成　　年　月　　日までとする。
第4条 乙の勤務日および勤務時間は、雇用責任者の指示による。ただし、従事時間は一日６時間を越えないものとする。なお、乙は勤務日および勤務時間について、所定の「委託業務従事時間報告書」（以下、「報告書」という。）に記帳する。
第5条 甲は報告書に基づき、乙に、●●●●円（時給）を支給する。
第6条 甲は乙に第５条に定める他は、一切の手当等を支給しない。
第7条 本契約は、乙の雇用期間満了により終了する。
　この契約の成立を証するため、本契約書を２通作成し、「甲」と「乙」は、それぞれ記名捺印の上、各自その各１通を保持する。

　　平成　　年　月　日
　　　　　　　　　　　　　甲　　　　　東京都新宿区大久保３丁目４番１号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学●●研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　長　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　乙　　住所　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学●●研究科修士２年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　雇用責任者　所属・役職　●●学術院　教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　印
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
（備考）業務遂行においては以下内容を遵守すること。
１．（名誉および信用の保持）乙は、大学の名誉または信用を失墜させるような行為をしてはならない。


２．（秘密漏えいの禁止）乙は、業務上知り得た機密を漏らし、またはみだりに文書、帳票を他に閲覧させてはならない。


３．（個人情報管理義務）乙は、個人情報の保護に関する規則（1995年5月26日規約第95-12号）に則り、本大学が保有する個人情報を正当な理由なく開示したり、利用目的を超えて取り扱い、または漏えいしてはならない。本契約が終了した場合においても同様とする。


４．（アルバイトの義務）乙は、「早稲田大学におけるハラスメント防止に関するガイドライン」の精神に則り、人権に係るいかなるハラスメントも行ってはならない。


５．（公品の私用禁止）乙は、大学の金銭、物品を他に融通し、または私用に供してはならない。


６．（収賄の禁止）乙は、職務上の地位を利用して、自己のために金銭、物品等の利益の融通または贈与を受けてはならない。


７．（知的財産等の取扱い）乙は、本業務により創出された知的財産等について、権利の帰属、権利の運用、発明者への実施補償、その他一切の取り扱いを早稲田大学の職務発明規程（2004年11月19日規約第04-29号）に従い、同規程よる職務発明等として取り扱う。











